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はじめに

我が国は，本格的な人口減少社会の到来や少子高齢化の進行などにより社会の

あらゆる面で大きな変革期を迎えています。

２０２５年には，いわゆる「団塊の世代」が全て７５歳以上となる超高齢社会

を迎えるため，国民一人ひとりが医療や介護が必要な状態となっても，できる限

り住み慣れた地域で安心して生活を継続し，その地域で人生の最期を迎えること

ができる環境を整備していくことが喫緊の課題となっています。

特に，全国に先行する形で高齢化が進んでいることに加え，南北６００ｋｍに

わたる広大な県域に離島・へき地を多く有している本県においては，医療や介護

・福祉などの必要なサービスを誰もが安心して受けられる環境づくりが求められ

ております。

こうした状況を踏まえ，このたび「県民が健康で長生きでき，安心して医療を

受けられる，みんなが元気な鹿児島」を基本理念とする「第７次鹿児島県保健医

療計画」を策定いたしました。

この計画では，保健医療に係る各種指標や県民の意識調査等に基づき，本県の

地域的な課題の分析を行った上で，生活習慣病等の発症・重症化予防，医師・看

護師など医療従事者の確保，疾病別・事業別の医療連携体制の整備などを推進す

るとともに，地域包括ケア体制の整備充実や病床の機能分化・連携の推進など，

将来を見据えた施策を推進することとしております。

今後，県民の皆様をはじめ，国，市町村，関係機関・団体の御理解と御協力を

いただきながら，計画を着実に推進し，県民一人ひとりが「鹿児島に生まれてよ

かった。鹿児島に住んでよかった」と実感できるよう努めてまいりたいと考えて

おります。

終わりに，本計画の策定に当たり，長期間熱心に御協議いただいた鹿児島県保

健医療計画策定委員会をはじめ，多大な御協力と貴重な御意見を賜りました，市

町村及び関係機関・団体，鹿児島県医療審議会の皆様に対し，厚く御礼申し上げ

ます。

平成３０年３月

鹿児島県知事 三反園訓
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